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日
本
証
券
業
協
会
は
、
中
間
・
期
末
の
年
二
回
、
協
会

員
の
決
算
概
況
を
公
表
し
て
い
る
。
昨
年
一
二
月
に
協
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
掲
載
さ
れ
た
今
年
度
の
中
間
決
算
概

況
で
は
、「
そ
の
他
手
数
料
」
の
細
目
が
は
じ
め
て
明
ら

か
に
さ
れ
た
。「
そ
の
他
手
数
料
」
と
は
、
証
券
本
業
に

係
る
委
託
・
引
受
・
募
集
の
各
手
数
料
に
は
該
当
し
な
い

手
数
料
で
あ
る
。

　

か
つ
て
は
最
大
の
収
入
源
だ
っ
た
「
委
託
手
数
料
」
が

年
々
ウ
ェ
イ
ト
を
低
下
さ
せ
て
、
今
年
度
中
間
決
算
で

は
、
営
業
収
益
に
占
め
る
割
合
（
以
下
、
同
様
）
が
わ
ず

か
一
五
％
に
落
ち
込
ん
で
い
る
。
こ
れ
と
は
反
対
に
「
そ

の
他
手
数
料
」
は
徐
々
に
増
加
、
二
九
・
五
％
に
ま
で
上

昇
し
た
。
今
や
最
大
の
収
益
項
目
に
な
っ
て
い
る
の
に
、

そ
の
細
目
は
つ
ま
び
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。
今
回
、
そ
の

細
目
を
調
査
し
、
公
表
さ
れ
た
協
会
の
関
係
者
の
ご
努
力

に
敬
意
を
表
し
た
い
。

一
、「
そ
の
他
手
数
料
」
の
細
目

　

さ
て
、
今
年
度
中
間
決
算
期
に
お
け
る
「
そ
の
他
手
数

料
」
の
内
訳
を
み
る
と
、
最
大
項
目
は
「
国
際
取
引
に
関

す
る
日
本
法
人
等
へ
の
収
益
分
配
金
等
」
で
七
・
八
％
、

「
協
会
員
の
二
〇
二
〇
年
度
中
間
決
算
概
況
」
を
読
む二　

上　

季
代
司

〔
Ｊ
Ｓ
Ｒ
Ｉ
時
事
エ
ッ
セ
イ 

鈴
懸
の
木
の
下
〕
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次
い
で
「
受
益
証
券
」
五
・
五
％
、「
債
券
」
四
・
三
％
、

「
Ｍ
＆
Ａ
関
係
収
益
」、「
ラ
ッ
プ
関
係
収
益
」
が
各
二
％

程
度
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
投
信
の
委
託
者
報
酬

や
一
任
運
用
手
数
料
な
ど
が
あ
わ
せ
て
二
・
九
％
と
な
っ

て
い
る
。

　

最
大
項
目
の
「
収
益
分
配
金
等
」
は
、
海
外
の
関
連
会

社
と
の
協
働
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
収
益
の
う
ち
日
本
法
人

（
あ
る
い
は
外
国
証
券
東
京
支
店
）
の
貢
献
度
に
応
じ
て

受
け
取
る
部
分
で
あ
る
。
例
え
ば
海
外
関
連
会
社
が
外
債

を
国
内
機
関
投
資
家
に
売
却
し
た
際
に
顧
客
の
斡
旋
や
仲

介
を
し
た
ケ
ー
ス
、
あ
る
い
は
日
本
企
業
の
ク
ロ
ス
ボ
ー

ダ
ー
Ｍ
＆
Ａ
の
仲
介
や
証
券
発
行
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ

ル
・
オ
ッ
フ
ァ
リ
ン
グ
等
の
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
。

　

次
の
「
受
益
証
券
」
は
、
投
資
信
託
の
残
高
に
か
か
る

代
行
手
数
料
で
あ
る
。「
債
券
」
に
か
か
る
「
そ
の
他
手

数
料
」
と
し
て
は
、
一
旦
、
国
内
に
持
ち
込
ま
れ
た
外
債

の
媒
介
手
数
料
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。「
Ｍ
＆
Ａ
関
係
収

益
」
以
下
に
つ
い
て
は
説
明
を
要
し
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
投

信
委
託
や
年
金
運
用
な
ど
を
業
務
内
容
と
す
る
投
資
運
用

業
者
の
一
部
が
協
会
員
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
収
入

項
目
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
は
証
券
プ

ロ
パ
ー
業
務
を
営
ん
で
い
な
く
て
も
「
有
価
証
券
関
連

業
」
の
登
録
を
済
ま
せ
れ
ば
、
協
会
へ
の
加
入
資
格
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
証
券
プ
ロ
パ
ー
以
外
で
協
会
に

加
入
し
て
い
る
業
者
と
し
て
は
、
Ｆ
Ｘ
専
業
者
あ
る
い
は

Ｆ
Ｘ
を
取
り
扱
っ
て
い
る
商
品
先
物
業
者
な
ど
が
あ
げ
ら

れ
る
。

　

一
方
、
協
会
の
決
算
概
況
で
は
、
以
前
か
ら
国
内
法
人

と
外
国
法
人
に
分
け
た
数
値
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
が
、
こ

れ
を
み
る
と
「
そ
の
他
手
数
料
」
の
ウ
ェ
イ
ト
は
外
国
法

人
の
ほ
う
が
一
貫
し
て
高
く
、
今
年
度
中
間
期
で
は
五

〇
・
五
％
、
対
し
て
国
内
法
人
は
二
九
・
二
％
と
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
も
「
そ
の
他
手
数
料
」
の
最
大
項
目
が
海
外
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関
連
会
社
と
の
協
働
に
よ
る
収
益
貢
献
部
分
で
あ
る
こ
と

と
即
応
し
て
い
る
。

二
、
協
会
員
の
「
類
型
化
」

　

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
か
つ
て
証
券
会
社
の
自
主
規
制

団
体
と
思
わ
れ
て
い
た
証
券
業
協
会
は
、
極
め
て
多
様
な

業
者
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
加
え
て
ま

た
、
証
券
プ
ロ
パ
ー
業
者
の
中
で
も
国
内
証
券
と
外
国
証

券
、
対
面
営
業
証
券
と
ネ
ッ
ト
証
券
と
で
は
業
務
内
容
に

大
き
な
違
い
が
あ
る
。
協
会
員
全
社
の
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー

ジ
ャ
ー
誌
（『
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明

書
』）
が
数
年
前
か
ら
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
閲
覧
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
を
み
て
も
、
そ
の
収
入
構
成
は

き
わ
め
て
多
様
で
あ
る
。

　

そ
う
な
る
と
、
全
社
の
決
算
を
合
算
し
た
の
で
は
、
協

会
員
の
収
支
状
況
や
業
務
実
態
を
み
る
う
え
で
正
確
さ
を

欠
く
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
何
ら
か
の
方
法
で
協

会
員
を
「
類
型
化
」
し
、
類
型
ご
と
に
決
算
概
況
を
作
成

し
な
お
す
こ
と
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

現
在
の
決
算
概
況
で
も
国
内
法
人
と
外
国
法
人
と
は
区

別
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
い
う
「
外
国
法
人
」
と

は
、「
外
国
証
券
業
者
法
」（
の
ち
金
融
商
品
取
引
法
に
統

合
）
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
外
国
証
券
会
社
の
東
京
支

店
を
指
し
て
い
る
。
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
・
サ
ッ
ク
ス
な
ど
国

内
法
人
に
組
織
変
更
し
た
大
手
外
資
系
投
資
銀
行
の
大
部

分
は
「
国
内
法
人
」
に
入
っ
て
し
ま
い
、
こ
れ
ま
た
正
確

さ
を
欠
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、
業
者
の
「
類
型
化
」

　

業
者
の
「
類
型
化
」
と
い
う
点
で
参
考
と
な
る
の
が
、

か
つ
て
の
『
大
蔵
省
証
券
局
年
報
』
で
あ
る
。
こ
の
年
報

は
、
大
蔵
省
に
証
券
局
が
設
置
さ
れ
る
前
の
一
九
六
三
年
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（
昭
和
三
八
年
）
に
創
刊
さ
れ
、
一
九
九
七
年
（
平
成
九

年
）
証
券
局
が
銀
行
局
と
と
も
に
そ
の
行
政
事
務
の
多
く

を
「
金
融
監
督
庁
（
現
金
融
庁
）」
に
移
管
し
た
こ
と
で

終
刊
と
な
っ
た
。
そ
の
末
尾
あ
た
り
の
「
財
務
諸
表
編
」

に
、
証
券
業
者
、
投
資
信
託
委
託
業
者
の
営
業
報
告
書
が

集
計
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
集
計
表
で
は
、
証
券
業
者
の
資
本
金
、
役
職
員
、

店
舗
数
、
株
式
・
債
券
・
投
信
の
引
受
・
募
集
高
、
売
買

高
、
財
務
諸
表
（
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
）
の
諸
項

目
が
、
資
本
金
額
別
、
会
員
・
非
会
員
別
、
財
務
局
所
在

地
別
に
集
計
さ
れ
て
い
る
。

　
『
年
報
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
時
代
の
証
券
会
社
は
免

許
制
下
に
あ
り
、
元
引
受
業
務
や
外
貨
証
券
売
買
の
包
括

許
可
を
も
つ
「
指
定
証
券
会
社
」
の
ス
テ
ー
タ
ス
等
は
資

本
金
（
純
財
産
）
が
基
準
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
証
券
取

引
所
と
り
わ
け
東
証
会
員
権
は
非
会
員
か
ら
の
手
数
料
や

日
計
り
商
い
に
よ
る
売
買
益
が
得
ら
れ
、
逆
に
非
会
員
は

そ
う
し
た
恩
恵
を
受
け
ず
支
払
手
数
料
な
ど
負
担
も
大
き

か
っ
た
こ
と
等
、
収
支
状
況
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き

た
。

　

お
よ
そ
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
資
本
金
別
、
会
員
権
の
有

無
な
ど
を
基
準
と
す
る
類
型
化
を
必
要
と
し
、
ま
た
そ
の

類
型
化
に
よ
る
業
者
の
業
容
・
財
産
・
収
支
の
モ
ニ
タ
ー

を
可
能
に
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

四�

、
過
去
と
な
っ
た
資
本
金
別
「
類
型

化
」

　

し
か
し
、
そ
の
後
、
登
録
制
へ
移
行
し
、
証
券
取
引
所

も
独
禁
法
の
適
用
除
外
団
体
で
は
な
く
な
っ
て
市
場
集
中

義
務
は
撤
廃
、
手
数
料
も
自
由
化
さ
れ
た
。

　
『
年
報
』
の
営
業
報
告
書
集
計
表
を
み
る
と
、
資
本
金

の
多
寡
に
応
じ
て
、
一
社
当
た
り
の
店
舗
数
や
役
職
員
、

売
買
高
、
引
受
・
募
集
高
、
手
数
料
収
入
と
販
売
管
理
費
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の
多
寡
が
、
ほ
ぼ
正
の
相
関
を
保
っ
て
並
ん
で
い
た
。
そ

の
理
由
と
し
て
は
、
ど
の
業
者
も
最
大
の
収
益
源
が
株
式

委
託
手
数
料
で
あ
り
、
業
務
の
中
心
が
株
式
ブ
ロ
ー
カ
ー

業
務
と
い
う
点
で
同
質
的
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
げ

ら
れ
る
。
規
模
に
応
じ
て
収
入
の
多
寡
が
正
の
相
関
を
し

め
す
の
も
、
そ
こ
に
理
由
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
九
〇
年
代
後
半
か
ら
ネ
ッ
ト
証
券
が
台
頭

し
、
外
資
系
証
券
会
社
が
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
高
め
、
登
録
制

へ
の
移
行
に
よ
っ
て
様
々
な
業
務
特
性
を
持
つ
業
者
が
参

入
し
始
め
る
と
、
売
買
高
や
収
益
の
大
き
さ
は
店
舗
の
数

や
営
業
員
数
と
は
比
例
し
な
く
な
る
。
資
本
金
や
会
員
権

の
有
無
を
区
分
基
準
と
す
る
「
類
型
化
」
は
、
そ
の
有
効

性
を
ほ
ぼ
失
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

実
際
、『
証
券
局
年
報
』
が
終
刊
と
な
り
、
そ
の
翌
年

か
ら
は
『
金
融
監
督
庁
（
金
融
庁
）
の
一
年
』
へ
と
継
承

さ
れ
た
が
、
こ
の
年
次
報
告
書
の
証
券
関
連
項
目
を
み
て

も
、『
年
報
』
の
「
財
務
諸
表
編
」
に
相
当
す
る
よ
う

な
、
業
者
を
区
分
し
た
営
業
報
告
書
集
計
表
は
見
当
た
ら

な
い
。

　

か
つ
て
の
『
年
報
』
が
資
本
金
別
の
区
分
を
行
っ
て
営

業
報
告
書
を
集
計
し
て
い
た
の
は
、
行
政
当
局
が
免
許
制

下
の
許
認
可
権
限
を
、
資
本
金
（
あ
る
い
は
純
財
産
額
）

を
基
準
に
行
使
し
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
登
録
制
と
な
っ

て
兼
業
規
制
も
大
幅
に
緩
和
さ
れ
、
事
後
監
督
行
政
と

な
っ
た
現
在
、
行
政
の
介
入
は
「
自
己
資
本
規
制
比
率
」

に
基
づ
く
早
期
是
正
措
置
と
な
っ
た
。
こ
れ
な
ら
、
べ
つ

に
「
類
型
化
」
を
行
う
必
要
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

五
、
新
た
な
「
類
型
化
」
の
必
要
性

　

し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
全
く
異
な
る
業
容
の
業

者
を
混
在
さ
せ
た
ま
ま
の
集
計
表
は
大
し
て
意
味
が
あ
る

よ
う
に
思
え
な
い
。
こ
れ
だ
け
業
容
の
異
な
る
業
者
が
混

在
し
て
い
る
以
上
、
何
ら
か
の
方
法
で
「
類
型
化
」
し
、
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類
型
ご
と
に
業
容
の
特
性
や
収
支
構
造
、
財
産
状
態
を
集

計
整
理
し
た
ほ
う
が
良
い
よ
う
に
思
う
。
問
題
は
、
何
の

た
め
に
「
類
型
化
」
は
行
う
の
か
、
で
あ
る
。
筆
者
は

「
業
務
特
性
」
と
「
株
主
構
成
」
を
基
準
に
類
型
化
を
試

み
た
こ
と
が
あ
っ
た⑴

。

　

個
社
が
自
社
の
経
営
状
態
を
客
観
的
に
認
識
し
経
営
判

断
を
下
す
上
で
、
常
に
意
識
す
る
の
は
全
体
平
均
と
の
比

較
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
じ
「
類
型
」
の
業
者
と
の
比
較
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
筆
者
の
想
定
で
は
、
大
株
主
が
誰

で
あ
る
か
に
よ
っ
て
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
し
た
が
っ
て
経
営
判

断
の
基
準
）
が
違
っ
て
く
る
し
、
ま
っ
た
く
異
な
る
業
容

の
業
者
と
比
較
し
て
も
意
味
が
な
い
と
思
っ
た
の
で
あ

る
。

　

も
っ
と
も
、
筆
者
の
試
み
が
成
功
し
て
い
る
か
ど
う
か

は
読
者
諸
兄
の
ご
判
断
に
よ
る
。
ま
た
筆
者
の
類
型
化
の

方
法
は
筆
者
独
自
の
問
題
意
識
か
ら
出
た
も
の
で
、
そ
れ

が
唯
一
の
方
法
と
も
思
っ
て
い
な
い
。
今
後
、
大
方
の
ご

批
判
、
ご
教
示
を
得
て
証
券
会
社
経
営
の
研
究
に
精
進
し

た
い
と
思
っ
て
い
る
。

（
注
）

⑴　

日
本
証
券
業
協
会
委
託
調
査
『
証
券
会
社
経
営
分
析
に
つ
い
て
』

二
〇
一
六
年
一
月
、『
証
券
会
社
経
営
の
時
系
列
的
分
析
』
二
〇
一
八

年
一
月
、「
同
（
続
編
）
︱
リ
テ
ー
ル
三
類
型
を
中
心
に
ー
」
二
〇
一

九
年
一
月
。

�

（
に
か
み
　
き
よ
し
・
当
研
究
所
主
席
研
究
員
）


